
 自己評価委員会運営規程 

（目 的） 

第１条 愛知県立総合看護専門学校学則施行細則第２条第１項第７号の規定に基づく自己

評価委員会（以下「委員会」という。）は、教育水準の維持向上及び独自性のある教育

の実現を目指した自己点検・自己評価に関する事項について審議することを目的とする。 

（構 成） 

第２条 委員会の委員は、学校長及び次に掲げる者とする。 

   総務課長 

   教務課長 

   研修室長 

   課長補佐または主査（班長に限る） 

   外部委員２名以上 

（任 期） 

第３条 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前 

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることがある。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長をおく。 

２ 委員長は、学校長とする。 

３ 委員長に事故あるときは、予めその指名する委員が、その職務を代理する。 

（委員会の職務） 

第５条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 （１）教育課程及び運営の評価及び改善に関すること 

 （２）学校経営及び管理の評価及び改善に関すること 

 （３）入学・就業等の評価及び改善に関すること 

 （４）地域社会との交流活動の評価及び改善に関すること 

 （５）教職員の能力開発の評価及び改善に関すること 

 （６）その他必要事項に関すること 

（会 議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会が、必要と認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。 

（部 会） 

第７条 委員会は、その所掌事務に係る具体的な事項を討議するために部会をおく。 

２ 部会は、討議する課題毎におく。 

３ 部会は、その課題に関連する教職員によって構成する。 

４ 部会に、部会長をおく。 

５ 部会長は、当該グループの構成員の互選により決定する。 

６ 部会は、必要時開催する。 

 

附 則 

  この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 



    附 則 

  この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


